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連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ 労働相談センター 
札幌圏雇用センサス  ２０１０年１０月の相談状況 

「 たちあがる労働者がいる限り、希望はある！  がんばろう！ 」 
 
１．労働相談の概況について 
 （１）相談件数について 参照資料－１ 「２０１０年１０月 月別労働相談処理状況」 
             参照資料－２ 「２０１０年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                    「２０１０年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
             参照資料－３ 「２０１０年１０月相談者数（雇用形態別・男女別、業種別）処理内容」 

 
相談者数は６４人、相談件数は１１８件となりました。対昨年同月比では－２７人・－３９件となりま

した。一人当たりの相談件数では１．８４件となり昨年同月を０．１１ポイント上回っています。 
対前月比では－４人・＋８件となり一人当たりの件数は＋０．２２ポイントとなっています。 

    相談者数では、昨年同月・前月との比較ではともに下回ったものの、一人当たりの相談件数では昨年同

月・前月を上回る結果となっています。 
 

【相談者数・相談件数・一人当たり相談項目数の比較】 
年 

項目       
相談者（人） 相談件数（件） 一人当たり相談件数（件） 

２０１０年１０月 ６４人 １１８件 １．８４件 
２００９年１０月 ９１人 １５７件 １．７３件 
２０１０年 ９月 ６８人 １１０件 １．６２件 

 
 （２）雇用形態別相談者数及び件数について  
              参照資料－２ 「２０１０年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                     「２０１０年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
              参照資料－４ 「２０１０年１０月 相談件数（雇用形態別・相談項目別） 
 

相談者数６４人の内訳は、社員２８、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季 
節・派遣）２７人、不明９人となっており、男女比では男性４０人・女性２４人となっています。 
相談件数の内訳では、社員５１件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季節・ 

派遣）５５件、不明１２件となっています。男女比では男性７３件、女性４５件となっています。 
 

【雇用形態別 相談者数（人）】 
 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
男 ２３ ３ ２ ３ ２ ０ １ ６ ４０ 
女 ５ ４ １２ ０ ０ ０ ０ ３ ２４ 
計 ２８ ７ １４ ３ ２ ０ １ ９ ６４ 

 
【雇用形態別 相談件数（各上段）と一人当たり相談件数（各下段）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
42 7 2 8 5 0 1 8 73 

男 
1.83 2.33 1.00 2.67 2.50 0.00 0.00 1.33 1.83 

9 10 22 0 0 0 0 4 45 
女 

1.80 2.50 1.83 0 0.00 0.00 1.00 1.33 1.88 
51 17 24 8 5 0 1 12 118 

計 
1.82 2.43 1.71 2.67 2.50 0.00 1.00 1.33 1.84 
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一人当たりの件数では、社員１．８２件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季 
節・派遣）２．０４件となっています。男女比では男性１．８３件、女性１．８８件となっています。 
 相談者数を男女比でみた場合は男性が圧倒的に多く正社員に集中しています。女性はパートタイマーに 
イマーに相談が集中しています。雇用形態別にみると季節労働者を除く業種に相談者が見られ特に男性の

相談者の業種の多様化が特徴的です。また、契約社員の相談件数の多さも際立っており、一人当たり相談

件数も高い数値となっています。 
 
（３）業種別相談状況について   参照資料－５「２０１０年 業種別 相談者数 月別集計」 

                    「２０１０年 業種別 相談件数 月別集計」 
業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次の通りです。 
 

「卸・小売業・飲食店」  １４人（相談件数２８件 ２．００件／一人） 
「その他サービス業」    ８人（   同２１件 ２．６３件／一人） 
「ビル管理業」      ７人（   同１１件 １．５７件／一人） 
「建設・設計・重機業」  ５人（   同 ９件 １．８０件／一人） 
「陸運・倉庫業」     ４人（   同 ７件 １．７５件／一人） 
「医療・福祉・医薬品業」 ４人（   同 ６件 １．５０件／一人） 
「製造業」        ４人（   同 ４件 １．００件／一人） 
「食品加工業」      １人（   同 ５件 ５．００件／一人） 
「教育・学校」      １人（   同 ４件 ４．００件／一人） 
「商品斡旋・リース業」  １人（   同 ３件 ３．００件／一人） 
「会計行政法律事務所」  １人（   同 ３件 ３．００件／一人） 
「金融保険・不動産業」  １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「交通業」        １人（   同 １件 １．００件／一人） 
「労働者派遣業」     １人（   同 １件 １．００件／一人） 
「公務・公共サービス」  １人（   同 １件 １．００件／一人） 
「分類不能」      １０人（   同１２件 １．２０件／一人） 

 
相談者数では、「卸・小売業・飲食店」と「その他サービス業」が突出しています。この２業種も含めて

２０分類中１６分類の業種から相談がよせられています。一人当たりの相談件数でも、相談者数の多い

「卸・小売業・飲食店」と「その他サービス業」が２．００以上の数値となっています。 
 
（４）相談内容について   

              参照資料－４ 「２０１０年１０月 相談件数（雇用形態別・相談項目別） 
              参照資料－６ 「２０１０年 主相談項目別 相談者数 月別集計」 
              参照資料－７ 「２０１０年 相談項目別 相談件数 月別集計」 

 
相談者数でみると、賃金関係と雇用関係の相談が上位となっており雇用関係の相談者は解雇・退職強要・

契約打ち切りに集中しています。相談件数から検証すると、賃金関係、労働契約関係、雇用関係、保険・

税関係、労働時間関係、経営問題・労務管理関連が２桁となっています。 
 
① 相談内容の相談者数と相談件数の分布は以下の通りです。 
  賃金関係       １５人   ２６件 
  雇用関係       １４人   １５件 
  保険・税関係      ８人   １５件 
  経営問題・労務管理関連 ８人   １４件 
  労働契約関係      ７人   ２０件 
  労働時間関係      ４人   １５件 
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  退職関係        ４人    ４件 
  差別など        ２人    ５件 
  労働組合関係      ２人    ３件 
  安全衛生        ０人    １件 

          合 計    ６４人  １１８件 
 
    ② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると下表のように分布しています。 

社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 雇用形態 
 
相談内容 別相談件数 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

賃金関係 8 1 1 2 0 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 15 11 
労働契約関係 8 2 1 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 13 7 
保険・税関係 3 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 
雇用関係 6 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 9 6 
労働組合関係 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
労働時間関係 8 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 4 
経営問題・労務管理 4 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7 7 
差別など 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
安全衛生 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
退職関係 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

42 9 7 10 2 22 8 0 5 0 0 0 1 0 8 4 73 45 
合   計 

51 17 24 8 5 0 1 12 118 
違法件数 32 14 13 5 3 0 1 3 71 
違法率(%) 62.7 82.4 54.2 62.5 60.0 0.0 100.0 25.0 60.2 

   「社員」・「契約」・「パート」に相談が集中していることの他、季節を除く全雇用形態から相談内容の全項

目について相談が寄せられていることが特徴的です。 
 （５）違法件数について    参照資料－２ 「２０１０年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                       「２０１０年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
                参照資料－８ 「２０１０年１０月 違法件数（雇用形態別・相談項目別）」 
                参照資料－９「２０１０年 相談項目別違法件数 月別集計」 
 

６４名から寄せられた１１８件の相談中、違法と判断される項目は７１件となっています。６０．２０％ 
が違法という状況です。７１件の主内訳は次の通りです。 

【項目別違法件数の分布】 
項  目 違法件数 違法率 全相談件数 

賃金関係 ２１件 ８０．８％ ２６件 
労働契約関係 １１件 ５５．０％ ２０件 
労働時間関係 １２件 ８０．０％ １５件 
保険・税関係 ７件 ４６．７％ １５件 
雇用関係 ６件 ４０．０％ １５件 
経営問題・労務管理 ６件 ４２．９％ １４件 
退職関係 ３件 ７５．０％ ４件 
差別など ２件 ４０．０％ ５件 
労働組合関係 ２件 ６６．７％ ３件 
安全衛生 １件 １００．０％ １件 

総  数 ７１件 ６０．２０％ １１８件 
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２．１０月の雇用情勢について 
 
１０月の相談者数は前月および前年同月より大幅に少なくなりましたが相談件数では、前月を上回りま

した。その影響で一人当たりの相談件数が１．８４と高く今年に入り４番目の高数値となっています。 
相談者では、正社員男性の数が圧倒的に多くなっているのが特徴的です。 
また、１０月は相談件数が少ないものの違法率が高く今年最悪の状況６０．２０％となっています。 
特に、相談者数・相談件数の数値の高い「賃金関係」「労働契約関係」「労働時間関係」では何れも５０％

を上回る高数値であり、相談者の大半を占める正社員・男性の厳しい労働環境が現れています。 
件数はすくないものの契約社員の違法率が異常に高く、社員代替としての職務責任に反して労働条件や

処遇が法律に反するほど低廉であることが伺われます。労働条件低下が正社員から、契約社員・パートタ

イマー等の長期雇用契約可能な雇用形態へも進んできており、総額人件費抑制傾向に歯止めがかかってい

ないものと推測されます。 
このような中、相談者の個人加盟労組の加入が続いており、１０ヶ月間継続しています。 
また、組合結成も４月から継続しており７ヶ月連続・１１組合結成となっています。自らの不利益を行

動で回復させようという労働者の賢明・懸命な決意と努力が増えています。労働者が有する権利を大いに

活用して労働者による景気回復・地域再生を主張していきましょう。 
 

以 上 


